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●食事施設、購買施設その他類する施設（オー
プンカフェ等）

オープンカフェ（食事施設）等を設置して適切
に維持管理することにより、まちのにぎわいを
創出する。

●公共空間の整備、管理、運営

4

公共空間を整備、管理しながらイベント等に有
効活用し、にぎわい創出を図る。
・前橋中央イベント広場
・広瀬川河畔小広場
・旧まちなか再生室

3

2

イベント広場等の一体的な管理
により、自主的・継続的にまち
づくりを展開するための自主財
源を確保しつつ、まちの賑わい
や交流の機会を創出する。

H31～H33
公益財団法人前橋市
まちづくり公社（都
市再生推進法人）

○

1
小休憩のできる滞留空間を形成
し、華やかで賑わいのある歩行
者空間を創出する。

H31～H33
公益財団法人前橋市
まちづくり公社（都
市再生推進法人）

○

協定制度等の取り組み
官民連携によるエリアマネジメント方針等

活用する制度

道路占用許可特
例（都市再生特
別措置法46条10
項）

都市再生整備歩
行者経路協定
（都市再生特別
措置法46条12
項）

都市利便増進協
定（都市再生特
別措置法46条13
項）

河川敷地占用許
可（河川敷地占
用許可準則22）

事
業
番
号

事　　業
事業の目的／事業によって

解決される課題
事業期間 事業主体



制度別詳細１（道路占用に関する事項）　都市再生特別措置法46条10項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制度の活用計画

占用の場所
道路交通環境の維持

及び向上を図るための措置

1
食事施設、購買施設その他類
する施設（オープンカフェ等）

路線名：主要地方道前橋停車場線（前橋駅北口けやき並木通り）西側歩道部分　前橋
市道01-169号線交差点から01-176号線交差点までの間

・施設周辺の清掃を実施する
・歩道部にゴミ等が落とされた場合にはこまめに清掃する
・施設周辺の歩道部分に違法駐輪が増えないよう、利用者へのマナーの周
知を図る

2

3

4

5

占用対象施設

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設



制度別詳細1-1（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

凡例

１．道路占用許可の特例を活用し、

にぎわいのあるまちづくりを行う予定の区域

２．道路占用許可特例の対象となる施設

食事施設、購買施設その他類する施設

（オープンカフェ等）

道路占用許可特例対象施設



制度別詳細1-2-①（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

凡例
道路占用許可特例の

対象となる施設

歩道有効幅員

3.50m

占用範囲

明治安田生命
①明治安田生命

前橋表町ビル前

【設置イメージ】
明治安田生命

前橋表町ビル

日本生命

前橋ビル

朝日生命

前橋ビル

１．食事施設、購買施設その他類する施設

（オープンカフェ等）



制度別詳細1-2-②（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

凡例
道路占用許可特例の

対象となる施設

歩道有効幅員

3.55m

占用範囲

明治安田生命
②前橋ファースト

ビルディング前

【設置イメージ】

前橋ファースト

ビルディング

（三菱UFJ銀行）

１．食事施設、購買施設その他類する施設

（オープンカフェ等）



制度別詳細２（都市利便増進協定に関する事項）　都市再生特別措置法46条13項

制度の活用計画

事業期間 取組主体 活用する制度の詳細

1 公共空間を活用したイベント広場等の整備、管理、運営 H31～H33
公益財団法人前橋市まちづくり公
社（都市再生推進法人）

2

3

4

5

事業内容

１．協定締結者
・公益財団法人前橋市まちづくり公社（都市再生推進法人）
・前橋市（土地・建物所有者）

２．都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が必要と認められる区域
　次ページ青破線枠の範囲

・前橋中央イベント広場（前橋市千代田町二丁目8-21ほか）
・広瀬川河畔小広場（前橋市千代田町三丁目7-7）
・旧まちなか再生室（前橋市千代田町二丁目8-12）

３．協定の内容
（1）協定の目的となる都市利便増進施設
・広場、広告板、案内施設、休憩施設

（2）都市利便増進施設の整備方法・費用負担
・前橋市が土地、建物を無償で提供し、都市再生推進法人が整備に要する費用を負

担する
（3）都市利便増進施設の管理方法・費用負担
・都市再生推進法人が日常管理を実施し、それに要する費用を負担する
・都市再生推進法人が都市利便増進施設の活用イベント等を企画及び実施し、その

活動で得た収益を施設の整備・管理・運営等のまちづくり活動の原資に充てる

※都市利便増進施設を公用又は公共用に供する必要が生じたときは、前橋市は本
協定を解除することができる



制度別詳細2-1（都市利便増進協定に関する事項）

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図および設置イメージ

都市利便増進施設の一体的な整備

又は管理が必要と認められる区域

都市利便増進施設の凡例

１．広場

２．広告板

３．案内施設、休憩施設

都市利便増進協定対象施設

市営中央

駐車場

市営五番街

立体駐車場

前橋テルサ

スズラン

前橋店

本館

広瀬川河畔

小広場

旧まちなか再生室

広告板

前橋中央

イベント広場



制度別詳細2-2-①（都市利便増進協定に関する事項）

イベント活用のイメージ

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

－

１．前橋中央イベント広場

都市利便増進施設の

一体的な整備又は管理が

必要と認められる区域

都市利便増進施設の凡例

１．広場

２．広告板

中
央
通
り

前橋中央

イベント広場

市営中央

駐車場



制度別詳細2-2-②（都市利便増進協定に関する事項）

広場現況

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

２．広瀬川河畔小広場

都市利便増進施設の一体的な整備

又は管理が必要と認められる区域

都市利便増進施設の凡例

１．広場



制度別詳細2-2-③（都市利便増進協定に関する事項）

２階休憩スペースのイメージ

制度別詳細【都市利便増進協定】

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

３．旧まちなか再生室

都市利便増進施設の一体的な整備

又は管理が必要と認められる区域

都市利便増進施設の凡例

案内施設、休憩施設 １階平面図 （案内施設）

２階平面図 （休憩施設）

中
央
通
り
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